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第４章 基本目標４ 介護・福祉サービスの充実 

基本施策１ 相談・情報提供の充実 

【 現状と課題 】 

65 歳以上の一般高齢者・要支援者のアンケート結果では、認知症に関する相談窓口の

認知度は 22.9％と、いまだ認知度が低い状況です。 

地域住民の抱える課題が複雑化・複合化する中で、包括的な相談支援の体制が求められ

ています。 

高齢者の抱えるさまざまな課題に対応するため、相談機関の専門性を高めるための人材

育成や関係機関との連携強化など、相談機能の充実が必要です。併せて、相談窓口や社会

資源が市民や事業者へ広く周知できるような情報提供の仕組みが求められます。 

 

【 今後の方向性 】 

高齢者の総合的な相談窓口として設置されている地域包括支援センターの周知を徹底

し、さらに、窓口相談、電話相談及び訪問相談等の多様な相談体制を充実させ、相談内容

に適切に対応するための人材育成及び関係機関との連携強化を図ります。 

高齢者をはじめとした家族の多様な問題に対応できるよう、相談機関の機能強化を図り

ます。 
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（１）地域包括ケアシステムの充実 

①地域包括支援センターの機能強化 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

地域包括支援センターは、地域の高齢者等の心身の健康保持及び生活の安定のための

必要な援助を行うことを業務とし、地域の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に

支援する中核機関として設置しています。保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員

の３職種を配置し、包括的支援事業①総合相談・支援、②権利擁護、③包括的・継続的

ケアマネジメント支援、④介護予防ケアマネジメントを実施し、地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた取組を行います。地域包括支援センター運営協議会を兼ねた「幸手

市介護保険運営協議会」を地域包括支援センターの運営に関する事項についての、承

認や協議、評価する機関として位置付け、適切、公正かつ中立な地域包括支援センタ

ーの運営を確保します。 

今後の方向性 

今後も支援を必要とする高齢者が増加することが予想されるため、地域包括支援セン

ター職員のさらなる資質向上を図るとともに、公正かつ中立的な地域包括支援センタ

ーの運営に努めます。 

 

 

②相談体制の充実 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

高齢者の抱える様々な相談内容に対しては、総合的な相談体制が必要です。高齢者保

健福祉に関する相談は、保健福祉総合センター（ウェルス幸手）や地域包括支援セン

ター等での窓口対応を中心に、電話や訪問による相談も実施します。 

今後の方向性 
今後も 365 日総合的な相談を受付けすることのできる体制を維持しながら、さらに地

域包括支援センターの周知を図り、相談支援体制の充実を図ります。 

 

【実績値】 

■総合相談支援業務の実施状況                            （単位：件） 

区分 

実績 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 

相談件数 

（電話・来所・訪問等） 
16,332  15,520  16,000 
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（２）サービスに関する相談体制の強化 

①介護相談員派遣事業 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

介護サービスの利用者宅や介護施設へ介護相談員を派遣または電話で、利用者や介護

サービス事業者からの相談を受けるとともに、その橋渡し役になるなど介護サービス

の質の向上にも努めます。 

今後の方向性 

引き続き介護サービス事業者により提供されるサービスについての苦情・相談や介護

サービス事業者からの相談等に対し、県や埼玉県国民健康保険団体連合会、地域包括

支援センター等と連携し、介護サービス事業者の協力を求めながら、適切な対応に努

めます。 

埼玉県介護保険審査会に申し立てる行政不服審査請求に関しては、利用者の相談に迅

速かつ適切に対応します。 

 

【実績値】 

■介護相談員活動                                  （単位：件） 

区分 

実績 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 

相談件数 286  133  140 

 

 

（３）ホームページなど情報公開 

①情報共有の充実 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

高齢者を取り巻く社会情勢の変化とともに、福祉施策は多岐にわたり、利用者に制度

等の周知を図る重要性が増しています。高齢者福祉サービス、介護保険制度及びサー

ビス提供事業者等の情報（厚生労働省で集約している「介護サービス情報公表システ

ム」）を市のホームページや広報紙等に掲載するとともに、各種パンフレットを作成し、

出前講座を行うなど普及啓発に努めます。 

今後の方向性 
広報紙やホームページ、各種パンフレットを活用しながら、出前講座や各種サービス

について周知を図ります。 
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基本施策２ 在宅生活の充実 

【 現状と課題 】 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者のさらなる増加が見込まれる

中で、日常生活の支援が必要な高齢者が、地域で安心して暮らしていくためには、家事援

助や見守り・安否確認、移動支援など、多様な生活支援サービスを整備及び周知していく

ことが必要です。 

また、介護保険サービスなどの公的サービスだけでなく、地域のボランティアなど多様

な主体によるサービス提供を支援し、協働体制の充実を図ることが必要です。 

さらに、介護を必要とする高齢者の増加とともに、介護者の高齢化も進んでいるため、

介護をする家族への支援の充実も重要です。 

 

【 今後の方向性 】 

日常生活で見込まれるさまざまな支援を充実するために、多様なサービス提供体制の整

備が必要です。地域ではさまざまな地域活動を展開しており、支援を必要とする利用者と

サービス提供者をマッチングさせるための体制づくりが必要です。 

地域の関係者が集まり、情報を共有するなど、生活支援体制整備推進協議会を中心に連

携協力を進めます。また、高齢者を支える家族等に対する相談支援体制の充実を図ります。

併せて、働く人が家族の介護のために離職せざるをえないことを防ぐための相談支援体制

の推進を図ります。 

さらに、要介護状態の家族を介護する方（ケアラー・ヤングケアラー）が日常の不安な

どを解消できるように、安心して相談できる窓口の周知と相談体制の充実を図り、支援に

関わる多様な関係機関の連携体制の構築を行います。 
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（１）在宅サービス・生活支援の充実 

①生活支援体制の充実 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、生活支援コーディネーターの配置

により、高齢者のニーズとさまざまな主体による地域資源の情報を把握し、多様な主

体の参画による定期的な情報共有・連携強化の場として生活支援体制整備推進協議会

を設置し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進します。 

今後の方向性 

地域共生社会に向けて、特定非営利活動法人、民間団体、ボランティア等の生活支援

サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化

を図ります。 

 

②配食サービス 

担当課 社会福祉協議会 

事業概要 

幸手市社会福祉協議会では、外出や調理が困難なひとり暮らしの方や高齢者のみの世

帯等を支援するため、栄養バランスがとれた食事を提供し、併せて健康増進及び日常

生活等の状態把握や安否確認を実施します。 

今後の方向性 

外出や調理が困難な方の増加や高齢化の更なる進展に伴い、利用を希望する方の増加

が見込まれますが、今後も登録ボランティアの協力を得て、高齢者等の健康増進及び

日常生活等の状態把握や安否確認を目的として実施します。 

v 

【実績値と計画値】 

■配食サービス事業                                （単位：人、回） 

 

③福祉機器・福祉用具の支援 

担当課 社会福祉協議会 

事業概要 

幸手市社会福祉協議会では、高齢者の在宅生活を支援するため、「福祉機器（車椅子、

介護用ベッド）貸出事業」や、車椅子を利用する方の外出を支援する「車椅子同乗車

両貸出事業」を実施します。 

今後の方向性 
福祉機器や福祉用具を必要とする方にとって、その利用が日常生活における助けとな

ることから、今後も継続して実施します。 

 

  

区分 

実績 計画 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

延べ利用者数 257  304  293 300 300 300 

延べ実施回数 19 20 20 20 20 20 
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④緊急時連絡システム 

担当課 介護福祉課 

事業概要 
慢性疾患等のため、常時注意を必要とするひとり暮らし等の高齢者に対して、緊急連

絡用の装置を貸与し、緊急事態が発生したときに適切な支援を行うサービスです。 

今後の方向性 
ひとり暮らし高齢者が増加することから、定期的な見守りや緊急連絡体制の構築など

の事業の必要性は高く、そのための適切な支援を行います。 

 

【実績値】 

■緊急時連絡システム整備事業                            （単位：件） 

区分 

実績 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 

延べ設置件数 47 47 47 

 

 

⑤敬老祝事業 

担当課 介護福祉課 

事業概要 
多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うため、高齢者に対して

敬老祝金を贈呈します。 

今後の方向性 
高齢者の福祉の向上につながるよう、高齢者の増加等に併せ事業の見直しを行い実施

します。 

 

【実績値】 

■敬老祝事業                                    （単位：人） 

区分 

実績 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 

贈呈人数 252 278 309 
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（２）家族介護者への支援 

①ケアラーへの支援 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

ケアラー（要介護状態の家族を介護する方）や要介護状態の方が抱えるさまざまな問

題や課題に対して、いつでも相談でき、必要なサービスが受けられるような体制が重

要です。保健福祉総合センター（ウェルス幸手）や地域包括支援センター等での窓口

対応を中心に、電話や訪問による相談を行います。 

今後の方向性 

総合的な相談を受けられる体制を維持しながら、ケアラーについての認知度の向上を

図り、地域包括支援センターや事業所等の多様な主体が相互に連携を図りながらケア

ラーを支える体制の強化に努めます。 

 

②介護マークの配布 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

介護する人が周囲の人に介護中であることを知ってもらいたい時に使用するものとし

て介護マークを配布します。介護者であることをさりげなく知ってもらうことで、介

護者の心理的負担の軽減を図ります。 

今後の方向性 
周囲の人の介護者に対する理解を促し、介護者の心理的負担の軽減を図ることを目的

に、事業の周知を行います。 

 

③紙おむつ支給 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

介護保険の要介護認定で、要介護１・２の非課税世帯に属する人または要介護３・４・

５に認定された人で、排泄の介護を常時必要とする高齢者を対象に、経済的負担や介

護する家族の精神的負担を軽減し在宅介護を支援するため、紙おむつを支給します。 

今後の方向性 
正しい紙おむつの使用方法や選び方などの情報提供及び相談を実施し、今後も介護者

の負担軽減のための支援を実施します。 

 

【実績値】 

■紙おむつ支給事業                                 （単位：人） 

区分 

実績 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 

任意事業 203  258  270 

市町村特別給付 37 25 30 
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（３）公共交通の利便性の向上 

①公共交通の利便性の向上 

担当課 市民協働課 

事業概要 
増加する高齢者を中心とした市民の日常生活を支えるための足となる公共交通を確保

します。 

今後の方向性 
公共交通の利便性の向上と民間の公共交通事業者との連携を図り、補完することで、

市民ニーズに応えた公共交通としていきます。 

 

【実績値】 

■市内循環バス利用者                            （単位：人） 

区分 

実績 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 

利用者数 
4,346 

※令和４年１月４日開始 
22,783  25,520 

 

 

（４）介護離職ゼロに向けた取組 

 

＜再掲＞ 

第４章 基本目標４ 介護・福祉サービスの充実 

基本施策２ 在宅生活の充実 

 （２）家族介護者への支援 

①ケアラーへの支援・・・・・・・・82 ページ 

 

＜再掲＞ 

第６章 基本目標６ 介護保険制度の円滑な推進 

基本施策１ 介護サービスの量の見込み・・・・・・・97 ページ 

 

※介護離職ゼロに向けた取組としてのサービス必要量を、介護サービスの量の見込みに反

映しています。 
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基本施策３ 認知症対策の推進 

【 現状と課題 】 

要介護認定者のアンケート結果では、今後不安に感じる介護等について、「認知症への

対応」（40.7％）、「夜間の排泄」（30.1％）、「外出の付き添い、送迎等」（28.1％）の順と

なっています。また、介護支援専門員のアンケート結果では、認知症高齢者の介護で今後

必要なこととして、「認知症についての理解促進」（66.7％）、「認知症予防の充実」（38.5％）、

「認知症高齢者を抱える家族への支援」（30.8％）の順となっています。 

国は、令和元（2019）年に「認知症施策推進大綱」を策定して、認知症の発症を遅らせ、

認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会をめざし、認知症の人や家族の視

点を重視しながら｢共生｣と｢予防｣を車の両輪として施策を推進しています。 

こうした全国的な動向を踏まえ、地域の様々な関係機関との協働により、認知症高齢者

と介護する家族の地域での生活を支援し、本人や関係者等が交流できる居場所づくりが必

要です。 

 

【 今後の方向性 】 

市民に向け、認知症に関する理解促進や相談窓口の周知を進めます。 

また、認知症になっても本人の意思が尊重され、可能な限り住み慣れた住まいで暮らし

続けることができるよう、認知症の支援体制づくりを進めます。 

認知症は早期に発見し、適切に対応することで、その後の経過も大きく異なってくるこ

とから、初期対応への取組を強化するとともに、認知症、若年性認知症及び脳卒中の後遺

症による高次脳機能障害についての正しい知識と理解の促進、認知症の人や家族への支援

を進めます。 
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（１）相談支援体制の充実 

①相談支援体制の充実 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

市内２箇所の地域包括支援センター職員や居宅介護支援事業所の介護支援専門員が認

知症の人やその家族の相談に応じ、必要な支援を実施します。認知症のため多くの生

活上の問題を抱えている人については、関係者やサービス事業者等を集めて地域包括

支援センターが実施する地域ケア会議で支援方針を検討します。 

今後の方向性 

認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チームを活用し、地域包括支援センター

の相談支援の充実を図ります。また、グループホームとの連絡会や地域ケア会議を開

催して、多職種連携による相談支援体制を推進します。 

 

②おれんじ（認知症）カフェの開催 

担当課 介護福祉課 

事業概要 
認知症の方とその家族、地域の方、どなたでも参加できる集いの場を開催し、地域の

中で介護家族の孤立を防げるよう支援します。 

今後の方向性 地域の人の認知症に対する理解を促し、介護家族の心理的負担の軽減を図ります。 

 

【実績値と計画値】 

■おれんじ（認知症）カフェ                             （単位：回） 

 

  

区分 

実績 計画 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

開催回数 実施なし 実施なし 6 9 12 15 
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③日常生活自立支援事業 

担当課 社会福祉協議会 

事業概要 
幸手市社会福祉協議会では、日常生活を営むことが困難な高齢者等に対し、福祉サー

ビス利用等の援助や日常生活における金銭の管理、書類の保管等を行います。 

今後の方向性 

高齢化の更なる進展に伴い、支援を必要とする方の増加が見込まれることから、支援

体制や支援内容の充実を図るため、専門員及び生活支援員の資質向上に努め、今後も

継続して実施します。 

 

【実績値】 

■福祉サービス利用援助事業                             （単位：回） 

区分 

実績 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 

延べ活動回数 191 160 156 
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（２）認知症サポーターの養成 

①認知症サポーター養成講座等による知識の普及啓発 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

認知症の人が尊厳を保ちながら、安心して地域で暮らしていくために、認知症サポー

ター養成講座を実施し、認知症に関する正しい知識の普及啓発に努めます。また、広

報紙やホームページを通じて情報発信を行います。 

今後の方向性 
認知症サポーターの増加に努めるとともに、認知症サポーター養成講座を受講したサ

ポーターのステップアップのための研修や活動を支援します。 

 

【実績値と計画値】 

■認知症サポーター養成講座                             （単位：人） 

 

 

（３）認知症の早期対応 

①早期発見・早期治療への取組 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

幸手市医師会の協力のもと「市内における認知症の早期診断・治療体制」を広報しま

す。また、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員の配置と、認知症初期集中

支援チームの設置を行い、専門医の診察が必要な場合は受診・治療を勧めます。 

今後の方向性 

民生委員・児童委員や地域の支援者との連携を図り、支援を必要とする人を把握する

とともに、幸手市医師会の協力のもと、早期診断・治療体制の周知を進め、認知症地

域支援推進員や認知症初期集中支援チームの活動の充実を図ります。 

 

  

区分 

実績 計画 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

サポーター数 2,309  2,455  2,475 2,495 2,515 2,535 
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基本施策４ サービスの質の向上 

【 現状と課題 】 

サービス提供事業者のアンケート調査では、より質の高い介護サービスを提供するため

に必要な取組として、「職員のマナーやコミュニケーション技術の向上」（56.9％）、「職員

に対するメンタルヘルスケア」（48.3％）の順となっています。 

高齢者が介護を要する状態になってもできる限り住み慣れた地域での生活が継続でき

るよう、介護サービス事業者との連携や支援が求められています。 

また、安心してサービスが利用できるよう、低所得者等への支援を推進します。さらに

適切なサービスが提供されるよう介護サービス事業者へ介護保険法の改正に伴う介護給

付対象サービスの取り扱いや介護報酬の請求等に関しての周知徹底、地域ケア会議による

個別支援の充実や研修会の機会等を利用して情報提供や指導、相談等を推進することが必

要です。 

 

【 今後の方向性 】 

介護サービス事業者のサービスの質の向上やケアマネジメントの充実を図るため、多職

種を交えた地域ケア会議や介護サービス事業者、地域包括支援センターと連携し各種研修

会等を実施していきます。 

また、介護サービス利用料の負担軽減事業について周知を図り、今後も低所得者への支

援を継続して行います。介護サービス事業所への運営指導においては県と連携し、適切な

サービスの提供を推進していきます。 
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（１）サービスの質の向上に向けた支援 

①介護サービス事業者との連携 

担当課 介護福祉課 

事業概要 
介護サービスの質の向上のため「介護サービス事業者連絡会」を開催し、情報提供に

努めます。 

今後の方向性 制度の説明・周知を図り、保険者及び事業者間同士の連携及び質の向上に努めます。 

 

 

②介護サービス事業者の育成・指導 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

サービスの質の向上のための支援として、自主運営による幸手市介護支援専門員協議

会への研修等を実施します。また改善が必要な介護サービス事業所へは、介護保険法

に基づき適切な助言、指導に努めます。 

今後の方向性 
利用者がより快適な生活や介護を受けられるよう、地域密着型サービス以外の介護サ

ービス事業所についても指定権限を持つ埼玉県と連携強化します。 

 

 

③福祉用具・住宅改修支援事業 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

介護支援専門員の支援を受けていない利用者の福祉用具や住宅改修に関する相談・助

言、住宅改修費の支給の申請に係る必要な書類を作成した介護支援専門員等に経費を

助成します。 

今後の方向性 
利用者が適切に介護サービスを受けられるよう、介護支援専門員等に制度の周知と連

携に努めます。 
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（２）低所得者等への支援 

①介護サービス利用料の軽減 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

低所得者の負担能力に配慮し、介護サービス利用料の軽減を図ります。また、対象の

介護サービスについて利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等に対し、軽減額の一部

を助成します。 

今後の方向性 
高齢化が進む中で低所得者も増加が見込まれます。利用者への制度の周知及び社会福

祉法人等との連携に努めます。 

 

【実績値】 

■訪問介護等利用者負担軽減措置事業                      （単位：人） 

区分 

実績 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 

認定者数 122  129  135 

 

（３）地域ケア会議の推進 

①自立支援型地域ケア会議 

担当課 介護福祉課 

事業概要 
ケアプランが利用者の自立支援に資する適切なものになっているか、専門的視点を有

する多職種を交えた会議を行い、個別支援の充実や地域課題の把握・検討を行います。 

今後の方向性 

介護支援専門員の資質向上を図るため、専門的視点を有する多職種が連携して助言者

となり、利用者の自立支援を目指したケアプランの作成や、地域課題を抽出するため

の会議を設け、事例検討会などの開催を支援します。 

 

【実績値】 

■包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の実施状況               （単位：回） 

区分 

実績 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 

地域ケア会議 実施回数 0 0  1 
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基本施策５ 介護人材の育成・確保 

【 現状と課題 】 

介護保険サービス利用者の増加に伴う介護人材需要を見据えた介護人材の育成・確保の

ためには、国の介護人材確保の方向性を踏まえ、今働いている人が働き続けられるような

取組や潜在的有資格者が介護分野に復帰しやすくする取組などが求められています。必要

となる介護人材の確保に向けて、国や県と連携し、処遇改善や新規参入、多様な人材の活

用の促進、介護の仕事の魅力向上、職場環境の改善等のための方策を進めていくことが必

要です。 

また、業務効率化を進めて職員の負担軽減を図る観点から、介護分野のＩＣＴ導入を進

めていくことも必要です。 

 

【 今後の方向性 】 

介護保険サービスは、高齢者の生活の支えとして地域に定着してきましたが、介護保険

制度を持続可能な制度として維持するためには、今後さらに進行する高齢者の増加・働き

手の減少への対策が必要であるため、本市では、必要となる介護人材の確保に向け、国や

県との連携により、介護福祉分野や介護サービスについての周知や啓発活動を通じて人材

の育成・確保の取組に努めます。 

また、業務効率化や介護人材がやりがいをもって働き続けることができる職場環境の改

善に向けた取組を県と連携しながら進めていきます。 
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（１）人材育成・確保の推進 

①人材育成への支援 

担当課 介護福祉課 

事業概要 

多くの介護支援専門員が加入する「幸手市介護支援専門員協議会」では、自主運営に

よりケアマネジメントの質の向上を目的とした研修会や情報交換会等を実施してお

り、これらの活動に対する支援を地域包括支援センターと連携して実施します。 

今後の方向性 

介護保険制度の要である介護支援専門員への支援は重要であることから、引き続き協

議会に対し、地域包括支援センターと連携し、運営の支援や研修の共催、情報提供等

を実施します。 

 

【実績値】 

■包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の実施状況               （単位：回） 

区分 

実績 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込） 

ケアマネジャー研修会 2 2  2 

 

②サービスの担い手となる人材教育の支援 

担当課 介護福祉課 

事業概要 
医療職をめざす学生の教育機関である、大学や専門学校の学生の地域実習を受入れ、

介護・保健・医療・福祉分野の理解の促進を図ります。 

今後の方向性 
今後も地域包括支援センターと連携し、地域での実習を通して介護・保健・医療・福

祉分野の理解がより深まるよう支援します。 

 

 

（２）人材の定着支援 

①雇用促進・定着への支援 

担当課 介護福祉課 

事業概要 
県と連携し、介護職員のスキルアップを図るための各種研修や雇用促進事業、埼玉県

福祉人材センターの活用、介護の日にあわせた福祉分野のＰＲ等について周知します。 

今後の方向性 
介護人材は地域包括ケアシステムの構築に不可欠なことから、介護の現場で働く人が

その職場に定着し長く働き続けることができるよう支援します。 

 

 


